
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

三
六

一
七
九
年

九
月

〃

〃

九
５
時
限

５
時
限

〃

〃

〃
４
時
限

４
時
限

〃

〃

一

５
時
限

５
時
限

三
七

一
二

〃

一
七

終
り
か
ら

三
六

一

４
時
限

４
時
限

三
七

一
二

〃

一
八

令和年月日 月曜日 第号官 報
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
二
十
五
日

鳥
取
市
叶
一
一
〇
番
地
一

久
大
建
材
株
式
会
社

代
表
取
締
役

森
田

正
行

合
併
に
つ
き
株
券
等
提
出
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
Ｇ
Ｗ
Ａ
と
合
併
し
て
解
散
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
株
券
を
所
有
す
る
方

は
、
株
券
提
出
日
で
あ
る
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
ま
で

に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
新
宿
区
市
谷
仲
之
町
三
番
一
七
号
ア
ー
ク

レ
ジ
デ
ン
ス
市
谷
仲
之
町
一
〇
一

株
式
会
社
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
ア
ー
チ

代
表
取
締
役

小
林

英
輔

株
式
交
付
公
告

当
社
（
甲
）
は
、
株
式
会
社
Ｋ
Ｍ
Ｃ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ

ス
（
乙
、
京
都
市
西
京
区
大
枝
中
山
町
二
番
四
四
）
を
株

式
交
付
子
会
社
と
す
る
株
式
交
付
を
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
株
式
交
付
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
二
十
日

掲
載
頁

八
十
九
頁
（
号
外
第
一
八
八
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
中
野
区
本
町
一
丁
目
三
二
番
二
号

イ
ー
ソ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

権
藤

正
樹

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
六
千
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
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n
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令
和
七
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
有
楽
町
一
丁
目
九
番
四
号

モ
ノ
ケ
ロ
ス
特
定
目
的
会
社

取
締
役

粟
国

正
樹

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
三
百
五
十
三
億
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
要
旨
は
令
和
七
年
四
月
十
一
日
付
官
報

の
号
外
第
八
十
二
号
五
十
四
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
赤
坂
九
丁
目
七
番
二
号

エ
ク
イ
ニ
ク
ス
・
ハ
イ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル
１
・

ジ
ャ
パ
ン
特
定
目
的
会
社

取
締
役

ド
ナ
ル
ド
・
キ
ャ
ン
ベ
ル

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
五
十
億
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
四
日

掲
載
頁

一
四
四
頁
（
号
外
第
一
六
一
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

さ
く
ら
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

北
川

久
芳

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
七
十
万
六
千
口
を
消
却
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
当
該
優
先
出
資

証
券
を
所
有
す
る
方
は
、
効
力
発
生
日
で
あ
る
令
和
七
年

九
月
二
十
六
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
赤
坂
九
丁
目
七
番
二
号

エ
ク
イ
ニ
ク
ス
・
ハ
イ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル
１
・

ジ
ャ
パ
ン
特
定
目
的
会
社

取
締
役

ド
ナ
ル
ド
・
キ
ャ
ン
ベ
ル

債
権
申
出
の
公
告
（
第
一
回
）

当
土
地
改
良
区
は
昭
和
四
十
七
年
十
一
月
七
日
に
静
岡

県
知
事
の
認
可
を
受
け
、
総
会
の
決
議
に
よ
り
解
散
し
昭

和
四
十
七
年
十
一
月
十
四
日
に
静
岡
県
知
事
に
よ
る
解
散

の
公
告
ま
で
行
な
わ
れ
た
も
の
の
、
清
算
の
結
了
に
至
っ

て
い
な
い
。

当
土
地
改
良
区
の
残
余
財
産
の
清
算
の
た
め
、
令
和
七

年
六
月
二
十
四
日
、
静
岡
地
方
裁
判
所
（
令
和
七
年（
チ
）

第
一
号
）
よ
り
当
職
が
清
算
人
に
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

当
土
地
改
良
区
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載

の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、

右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し

ま
す
。

令
和
七
年
八
月
二
十
五
日

静
岡
県
藤
枝
市
田
沼
三

二
〇

二
四

一
階

焼
津
市
越
後
島
土
地
改
良
区

清
算
人

弁
護
士

岩
山

雅
一

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
十
日
掲
載
の
組
織
変
更
公
告
中
、「
東
京

都
江
戸
川
区
平
井
四
丁
目
八
番
地
八
号
Ｄ
Ｕ
Ｃ
Ｏ
Ｚ
Ｉ
Ｐ

八
〇
三
号
室
」
と
あ
る
は
、「
東
京
都
江
戸
川
区
平
井
四
丁

目
八
番
地
六
号
Ｄ
Ｕ
Ｃ
Ｏ
Ｚ
Ｉ
Ｐ
八
〇
三
号
室
」
の
誤
り

に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
江
戸
川
区
平
井
四
丁
目
八
番
地
六
号
Ｄ
Ｕ

Ｃ
Ｏ
Ｚ
Ｉ
Ｐ
八
〇
三
号
室

合
同
会
社
Ｋ
Ａ
Ｒ
Ａ
Ｆ
Ｕ
Ｌ
Ｌ

代
表
社
員

野
田

幸
男

令
和
七
年
六
月
十
八
日
（
号
外
第
百
三
十
四
号
）
公
布

内
閣
府
令
第
五
十
六
号
（
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
内
閣
府
令
）
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